
　　　　　　　平成２１年度決算に基づく尾道市資金不足比率

　　　　　　　　　 会　計　名 資金不足比率（％）

尾道市水道事業会計 ―

尾道市病院事業会計 ―

尾道市千光寺山索道事業特別会計 ―

尾道市公共下水道事業特別会計 ―

尾道市漁業集落排水事業特別会計 ―

尾道市特定環境保全公共下水道事業特別会計 ―

尾道市農業集落排水事業特別会計 ―

尾道市渡船事業特別会計 ―

備　考　　１　資金不足額がない場合は、「―」を記載している。

　　　　　２　経営健全化基準は、各会計ごとに20.0％である。

＜参考＞比率の概要

区　　　分

資金不足比率

　　（公営企業ごとの資金不足額の比率）

　一般会計等の実質収支に当たる公営
企業会計における資金不足について、
公営企業の事業規模に対する比率を表
したものである。

概　　　要
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(14)　合計

共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等 6,133,190 → → → → → → → 17.3
法適用企業 法適用企業 ↑ （単位：千円）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

＜算定資料＞公営企業会計に係る資金
不足比率（平成21年度決算）

資
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(1) 　 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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342050 広島県 尾道市 3 35,528,171 水道事業会計 水道 1 法適 1,762,947 1,762,947 4,062,451 4,062,451 - ▲ 2,299,504 0 2,299,504 - 3,707,399 3,707,399 - 6.5

342050 広島県 尾道市 3 35,528,171 病院事業会計 病院 1 法適 1,285,322 1,285,322 5,117,569 5,117,569 - ▲ 3,832,247 0 3,832,247 - 12,609,808 12,609,808 - 10.8

共通事項 公営企業会計に係る資金不足額等
法非適用企業 法非適用企業 （単位：千円）

）

法非適用企業 法非適用企業 （単位：千円）
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342050 広島県 尾道市 3 35,528,171
千光寺山索道
事業特別会計

観光
施設

1 非適 73,755 73,755 73,755 - 0 0 0 - 64,399 64,399 - *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,528,171
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 2,561,210 2,561,210 2,561,210 281,200 281,200 - 0 0 0 - 396,191 396,191 - *** -

広島県 尾道市 3 35 528 171
漁業集落排水
事業特別会計

下水
1 非適 11 436 11 436 11 436 0 0 0 2 909 2 909

（％
）

342050 広島県 尾道市 3 35,528,171 事業特別会計
下水
道

1 非適 11,436 11,436 11,436 - 0 0 0 - 2,909 2,909 - *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,528,171
特定環境保全
公共下水道事
業特別会計

下水
道

1 非適 276,521 276,521 276,521 - 0 0 0 - 78,137 78,137 - *** -

342050 広島県 尾道市 3 35,528,171
農業集落排水
事業特別会計

下水
道

1 非適 32,017 32,017 32,017 - 0 0 0 - 8,769 8,769 - *** -

広島県 尾道市 3 35 528 171
渡船事業特別
会計 交通 1 非適 33 404 34 843 34 843 ▲ 1 439 0 1 439 5 332 5 332 0 0342050 広島県 尾道市 3 35,528,171 会計 交通 1 非適 33,404 34,843 34,843 - ▲ 1,439 0 1,439 - 5,332 5,332 - *** 0.0

※団体区分の 3　は一般の市である。
※宅造区分の 1 は宅地造成事業を行っていない会計である。
※(8)は、連結実質赤字比率の算定に用いる額（資金不足額は負の値で表示）であり、(9)は、資金不足比率の算定に用いる額（資金不足額は正の値で表示）である。
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